
報酬 17,004,650円　負担金、補助及び交付金 3,744,748円

備　 考 　団員階級にある者の団員報酬は全額普通交付税措置対象となっている。

項 1 消防費 目 1 非常備消防費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 8 消防費

  うち繰越分↓
22,470,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 11,058,996

  うち繰越分↓
20,749,398

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

22,470,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 11,058,996
  うち繰越分↓

20,749,398

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　東みよし町消防団に関する条例（平成18年3月1日条例第153号）に基づき、消防団員に報酬（年額：団長
120,000円、副団長90,000円、分団長63,000円、副分団長39,000円、部長37,800円、班長37,200円、団員
36,600円）を支払うもの。
　出動報酬として、災害の場合（火災含む）は最大8,000円、警戒、訓練等の場合は1日につき4,000円を集
計し年度末頃に交付する。
　分団運営交付金として、機械維持費、団員割、運営費に分かれており、機械維持費はポンプ車1台あた
り25,000円、小型ポンプ1台あたり15,000円で算定。運営費は団員数29人以下は50,000円、34人以下は
70,000円、35人以上は100,000円とし、月例点検、年末警戒、出初式の活動を含む。団員割は一人あたり
5,000円とする。
　基準日は9月1日とし、委任（同意）書及び請求書により、分団の指定口座に振り込みを行い、受領報告
書の提出を受ける。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等の多様な主体
が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組むことが重要であるとの基本的認識の下に、地
域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中
核的な役割を果たしている。また防火パレードなど啓発活動を通じ、住民の防災に関する意識啓発に努め
ている。

特記事項 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（平成26年4月1日施行）

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

東みよし町消防団員 対 象 者 360人

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　消防団が地域防災力の中核として欠くことのできない存在であることに鑑み、消防団員の処遇改善と強
化を図る。

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 ３　消防・防災体制の充実 所 属 長 三好 芳和

主な施策 １　消防団の充実促進 電話番号 82-6315

第２次
総合計画体系

政策目標 ４　安全・安心なまち 担当部署 危機管理課

根拠法令等 東みよし町消防団に関する条例　東みよし町消防団に関する条例施行規則

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 消防団員報酬等及び交付金支給事務 整理番号 1303-003

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


